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外
務
省
職
員
の
マ
イ
レ
ー
ジ
利
用
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
九
七
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

現
在
外
務
省
に
お
い
て
、
局
長
職
に
就
い
て
い
る
者
の
氏
名
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
外
務
省
に
お
い
て
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
右
週
刊
誌
の
記
述
に
あ
る
『
局
長
』
の
発
言
に
つ

い
て
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

外
務
省
に
お
い
て
一
の
局
長
職
に
就
い
て
い
る
者
全
員
に
対
し
て
確
認
作
業
を
行
っ
た
か
。
行
っ
た
の
な
ら
ば
、
確
認
を

行
っ
た
日
、
場
所
、
方
法
を
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。
二
〇
〇
七
年
十
月
十
一
日
号
の
「
週
刊
新
潮
」
七
十
四
頁
の
コ
ラ

ム
（
以
下
、
「
コ
ラ
ム
」
と
い
う
。
）
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
局
長
」
に
つ
い
て
は
、
当
方
は
間
違
い
な
く
一
の
局
長
職
に

就
い
て
い
る
者
の
誰
か
が
週
刊
新
潮
の
取
材
に
応
じ
て
い
る
こ
と
の
確
証
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
、
誠
実
な
答
弁
を
求
め
る
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
外
務
省
に
お
い
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

十
四
号
）
第
三
十
四
条
に
従
い
、
職
員
の
公
務
出
張
に
際
す
る
航
空
賃
の
等
級
を
決
定
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
公
務
出
張
に
際
し
、
外
務
省
職
員
の
等
級
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
航
空
賃
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



四

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
出
張
で
航
空
機
を
利
用
す
る
際
に
職
員
が
取
得
す
る
マ
イ
レ
ー
ジ
を
外
務
省
と
し
て
管
理
又

は
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
現
時
点
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
必
要
が
あ
る
と
も
考
え
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
は
、
外
務
省
職
員
が
公
務
出
張
に
際
し
て
航
空
機
を
利
用
す
る
際
、
税
金
か
ら
支
出
さ
れ
た

航
空
賃
か
ら
私
的
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
と
い
う
こ
と
か
。
確
認
を
求
め
る
。

五

外
務
省
は
、
四
の
よ
う
に
し
て
取
得
し
た
マ
イ
レ
ー
ジ
を
、
例
え
ば
「
コ
ラ
ム
」
に
あ
る
よ
う
に
、
公
務
出
張
に
際
し
て

航
空
機
を
利
用
す
る
際
に
自
身
の
座
席
を
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
す
る
等
、
私
的
な
利
益
を
得
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は
国
家

公
務
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


